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 我が国の民法典は明治２９年に制定され、その後全般的な見直しが行われませんでし

たが、今回大幅な改正がなされ、平成２９年５月２６日に新法が成立し、同年６月２日

に公布されました。そして、公布の日から起算して３年を超えない範囲内で施行される

ことになりました。まだ、新民法が施行されていませんが、事前に理解しておくことは

重要ですので、今回から民法改正の重要な点について説明します。 

 消滅時効の時効期間について要点を説明します。 

１．債権の消滅時効が①債権者が権利を行使できることを知った時から５年間（主観的

起算点）②権利を行使することができる時から１０年間（客観的起算点）と統一的な

原則が定められました。 

  これにより、商法第５２２条の商行為によって生じた債権が５年の消滅時効にかか

るとの規定が削除されました。 

  また、これまで短期消滅時効とされていた①医師や工事の設計、施工等の工事に関

する債権（３年）②生産者、小売商人の商品代価、教育に関する債権（２年）③運送に

かかる債権、旅館、飲食店にかかる債権（１年）等が削除され、すべて前記に統一さ

れました。 

２．債権に関する人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について新

設されました。これによれば①債権者が権利を行使できることを知った時から５年②

権利を行使できる時から２０年となり、権利を行使できる期間が長くなりました（民

法１６７条）。 

  また不法行為債権も、これにあわせて、人の生命又は身体に関するものついては一

般的な３年間が５年間になりました。従って不法行為債権でもこの場合は①権利を行

使できることを知った時から５年間②権利を行使できる時から２０年間となります。 

３．協議による時効完成猶予の規定が新設されました。 

  当事者間の権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされた場合、以下のいず

れかの早い時までは時効は完成しないことになりました。これは当事者間の権利に関

する協議をしている間に時効の完成を防ぐためだけの裁判等の訴えを回避しようとす

るもので、当事者双方にメリットがあります。 

時効の完成猶予が認められる期間は①合意のあった時から１年②合意において当事

者の協議を行う期間を定めた時はその期間（１年に満たないものに限ります）③当事

者の一方が相手方に対し、協議を拒絶する書面を通知した時から６カ月間です。 

なお、再度の協議を行う旨の合意による完成猶予は有効ですが、その回数は本来の

時効が完成すべき時から５年をこえることはできません。 
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